
全日本選手権予選 県選手権 ポイント計 順位 全日本選手権予選 県選手権 ポイント計 順位

中川　雄太 下松 山本　梨湖 STC

小松　隼士 下松 津枝　好奏 STC

尾﨑　雄一 下松 高橋　瑚子 永源

西村　公佑 下松 光永　花漣 永源

平林　潤也 宇部 横山　愛佳 永源

加藤　迅 宇部 川本　里莉 永源

藤綱　誠人 STC 松田　絢花 STC

村上　颯斗 宇部 森脇　陽香 STC

藤井　春人 豊田 松田　絢花 STC

西本　光希 豊田 野上　莉緒奈 STC

水中　寛登 岩国 中村　有佐 下松

赤澤　優弥 STC 常廣　紗良 下松

廣田　翼 STC 宮本　花梨 宇部

水中　寛登 岩国 守川　愛乃 宇部

赤澤　優弥 STC 末益　千夏子 宇部

嘉納　凌駕 STC 斎藤　咲 宇部

廣田　翼 STC 原田　理沙 永源

嘉納　凌駕 STC 山本　愛結 永源

菅田　遼哉 永源 中村　有佐 下松

貞弘　陽己 永源 怒和　桃子 下松

引頭隆之介 下松 矢野　結子 徳山

木村　颯 下松 高井　七海 徳山

屋根本　翔 光 樋口　菜緒 下松

田村　悠吾 光 常廣　紗良 下松

小林　亜衣 宇部

森下　舞 宇部

平成２８年度山口県ランキング　小学生の部（非公認）
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理事長が協議して対応する。（原則として弔電とする） 

 

第６章  ランキング基準 

 

１ ランキング 

種別 ランキング 

一般男子 10位まで 

一般女子 5位まで 

一般男子・女子 シングルス 3位まで 

成年男子・女子  35歳以上 5位まで 

シニア男子・女子 45歳以上 5位まで 

シニア男子・女子 50歳以上 5位まで 

シニア男子・女子 55歳以上 5位まで 

シニア男子・女子 60歳以上 5位まで 

シニア男子・女子 65歳以上 5位まで 

シニア男子・女子 70歳以上 5位まで 

シニア男子    75歳以上 5位まで 

高校 男子・女子 10位まで 

中学 男子・女子 10位まで 

小学 男子・女子 5位まで 

※上記を原則とするが、参加ペア数等の事情によって変更することがある。 

 

２ ランキングの参考とする資料 

区分 大会名 備考 

一般 

シニア 

総合選手権大会 一般男女、 

男女シングルス 

春季シニア選手権大会（含成年の部） 全種別 

秋季シニア選手権大会（含成年の部） 全種別 

高校 春季高校選手権大会 高校男女 

高校総体（個人戦） 高校男女 

中学 中学校選手権大会 中学男女 

山口県体育大会（中学の部） 中学男女 

小学 全日本小学生選手権県予選（個人戦） 小学男女 

山口県小学生選手権大会（個人戦） 小学男女 
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３ 大会成績による得点 

・資料とする大会の成績により次の得点を与える。 

順位 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 ベ ス

ト 16 

得点 10 8 7 6 5 4 3 2 各 1 

・同順位の場合はその順位を共有し、次の順位を欠位とする。その場合の得点

は、次の順位の得点を加え、等分した点とする。 

 ※トーナメントで順位決定をやらない場合 

   3位 （4位を欠位とする）    得点 各々6.5点 

   5位 （6、7、8位を欠位とする） 得点 各々3.5点 

・上記にかかわらず、リーグ戦のみによる大会の場合については、次のとおり

とする。 

順位 1位 2位 3位 4位 5位 

得点 10 7 4 1 0 

・中体連、高体連については、別に定められた得点方式により決定する。 

 

４ ランキングの決定 

 ・資料とする大会における得点を合算し、合計得点の多いペアから上位とす

る。 

 ・大会でペアを変更して出場した場合でも、ペアを基準として得点を算出す

る。 

 ・国体予選、中国地区選手権、西日本選手権、および日本ソフトテニス連盟

の主催する大会で好成績を収めた場合は、ランキングについて考慮すること

がある。 

 

５ その他の事項 

・その他この基準によりがたい場合又はこの基準に定めのない事項については、

理事会においてこれを決定する。 

 

附 則 

 この申し合わせ事項は、平成２７年２月１４日から施行する。 

 

 


